
輸出令別表第2-36(ワシントン)に係る包括ライセンスについて、申請書の作成および申請が可能となります。

３．業務機能詳細 6N改変22-36（ワシントン包括輸出承認申請の電子化）

包括輸出承認（ワシントン）

• 包括輸出承認（ワシントン）の申請様式では、JAA業務やJAB業務の項目「申請種類番号」には「450」を入力します。

• 包括輸出承認（ワシントン）のライセンスは、電子交付に限定されます。

• 補正申請、電子ライセンスの照会、通関業者指定などの各機能は、他の申請様式と同様に利用できます。

包括輸出承認（ワシントン）の申請書を
作成できます。
電子申請は、他の申請様式と同様、
JAA業務にて行います。

特記事項
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包括輸出承認（ワシントン）のライセンスを、申告・突合で扱えるよう変更します。

JTZ、JTJ

輸出申告にて包括輸出承認（ワシントン）のラ
イセンスが使用できます。 承認証等識別は
「ELNJ」となります。

ライセンスに対する通関業者指定は、従来の
ライセンスと同様に実施できます。

包括輸出承認（ワシントン）のライセンスも突
合対象となります。具体的な突合内容は、
JTZの業務仕様書の別紙「突合内容」を確認
ください。


